
 

 

日比EPA（看護・介護分野での比人受入れ）に係る基本的枠組み

 
 
 

【看護師・介護福祉士国家試験受験コース】    【介護福祉士養成施設コース】 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜候補者の選抜＞ 
●候補者の要件 

「４年制大学卒業者」 

＜候補者の選抜＞ 
●看護候補者の要件 

「看護師資格保有者＋看護師経験有」 

●介護候補者の要件 

「比介護士研修修了者（ＴＥＳＤＡの認定保持）＋４

年制大学卒業者」又は「看護大学卒業」 

＜入国・滞在＞ 
●滞在期間：上限「看護３年、介護４年」 

＜入国・滞在＞ 
 

●滞在期間：養成コース受講に必要な期間 

＜日本語研修＞ 
 

●共同実施機関：ＡＯＴＳ及び国際交流基金 

●研修期間：６か月 

＜日本語研修・看護介護研修＞ 
 

●共同実施機関：ＡＯＴＳ（日本語、看護介護研修）及

び国際交流基金（日本語） 

●研修期間：６か月 

＜就労・研修＞ 
 

●日本国内の看護、介護関連施設で就労 

●就労中の研修は、受入れ施設が実施 

 

＜養成コース受講＞ 
 

＜国家資格取得＞ 
●養成施設での課程を経て卒業した者は、介護福祉士

資格を取得 
＜国家試験受験＞ 

 

●看護：看護師国家試験 

●介護：介護福祉士国家試験 

＜資格取得後＞ 
 

●資格取得者は、新たな在留資格で就労 

●在留期間３年、更新可能 

●資格を取得しなかった者は帰国 
＜受験後＞ 

 

●合格者は、新たな在留資格で就労 

●在留期間３年、更新可能 

●不合格者は帰国 


